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令和1年 (ホ)第 306号

会社法違反事件

過 料 決 定

号   株式会社トリプルファースト

神奈川県相槙原市緑区東橋本三丁 目15番 7号

中川 友康

被審人を過料金3万円に処する。

本件手続費用は,被審人の負担とする。

理

被審人は,上記会社の代表取締役に在任中,平成29年8月 31日 から2週間内にするベ

き役員重任の登記を令和1年 10月 30日 まで怠った。

適   条

会社法976条,非訟事件手続法120条 ,122条

由

令和2年 2月 4日

横浜地方裁判所相模原支部

裁 判 官
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*必ずお読みください (裏面 もあ ります)

注   意   書 (株式会社用 )

第 1 過料決定について

あなたは,同封の過料決定謄本記載の理由によって過料に処せ られました。

1 株式会社では,原則 として,取締役 と会計参与については 2年 (委員会

設置会社では 1年。ただし,委員会設置会社を除 く非公開会社では定款で

10年まで伸長可能)ごとに,監査役については 4年 (ただ し,非公開会

社では定款で 10年まで伸長可能)ごとに,会計監査人については 1年 ご

とに改選 し,それぞれの登記 を_し なければな りません。_以上のことは,重

任の場合でも,休業中の場合でも同様です (会社法 332条 , 334条 ,

336条 , 338条 )。

2 会社法 911条 3項の登記事項 (支店については,商号 ,本店所在場所 ,

支店所在場所)に変更を生じた場合には, 2週間以内 (ただ し,支店にお

ける登記は 3週間以内)にその変更登記手続をしなければな りません (会

社法 915条 , 932条 )。

3 この過料の裁判は,上記の選任手続又は登記手続を怠ったとして,法務

局か ら裁判所に対 し通知がされたことにより審理が開始され,裁判所が登

記事項証明書等の資料に基づき違反事実 を認定 し,過料金額 (法定の上限

額は株式会社の場合には 100万 円)を決定 したものです。

第 2 過料金の納付方法

1 この裁判が確定すると,あなたは過料決定の主文に記載の過料金を納付

しなければな りません。

2 過料金の納付方法

過料決定 日か ら約 1か 月半か ら 2か 月後に,横浜地方検察庁相模原支部

か ら納付告知書が送付されます。その納付告知書の指示にしたがうて,過

料金を脳麹裂也力整達墨慶」則畠魔藝審五に納付してください。

第 3 不服申立てについて

1 この裁判は,あなたの言い分を聴かずにしていますが,記載されている

内容が事実と違っている場合や,登記等の手続が遅れたことについて特別

の理由がある場合,その他不服がある場合には, この過料決定謄本を受け

取 った 日か ら 1週間以内に限 り 「異議の申立て」をすることができます。

2 異議の申立てをする場合には,次のものを当裁判所に提出して ください



´

(裁判所の住所は封筒に記載されています)。 改めて裁判をします。 1週
間以内に異議の申立てがなければ,こ の裁判は確定 して,不服の申立ては

できな くな ります。

(1)異議申立書 (A4版の用紙に事件番号,住所,氏名,押印, 日中連絡

の取れる電話番号 (携帯電話可),具 体的な異議の理由を記載 して くだ

さい。 )

(2)異議申立ての裏付けとなる証拠書類

○過料決定に関するお問い合わせ

電話 042-716-3187
(横浜地方裁判所相模原支部民事 商事過料係)

○過料金の納付 に関するお問い合わせ

電話  042-752-4602
(横浜地方検察庁相模原支部 徴収係 )
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に関するお問い合わせは,その内容に応 じて下記の担当部署までご連絡本件

さ い 。



神奈川県相模原市緑区東橋本三丁 目 15番 7号

横浜地方裁判所相模原支部民事部商事過料係
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